
 

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例に関する意見書 

 

千葉県では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然

に防止に関する条例を制定、平成１０年１月から施行され、県民の生活の

安全を確保し、県民の生活環境を保全すべくご尽力いただいているところ

である。  

千葉県では、３，０００平方メートル以上の埋立て等事業についての許

可制を採用しており、また、埋立てに使用する土砂等について安全基準を

設け、安全基準に適合しない土砂等は使用できないこととするとともに、

たい積構造を定め、崩落などの災害発生の防止に努められている。  

袖ケ浦市の豊かな自然の保持並びに、袖ケ浦市民の生活の安全を確保する

ため、今後も、さらなる当該条例にかかる許可申請について、埋立事業者に

対し適切な指導に努め、県内市町村との連携による通報・監視の徹底、また、

土砂等の搬入先や搬入量の確認、地質・水質検査、立入検査、事業の完了検

査等の一層の拡充を図られるよう要望します。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２５年６月２１日 
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